
 亀 山 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 元 年 １ １ 月 １ ２ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ２ ２ 号  

 

亀 山 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行

細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

亀 山 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

（ 平 成 ２ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 の 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 は 、 別 表 第 １ の 左 欄

の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるもの」を「又は第１３条の２第

３項に規定する付近見取図は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号 ） 第 １ １ 条 に 規 定 す る 都 市 施 設 が 記 載 さ れ て い る 縮 尺 ２ ５ ０ ０ 分

の １ 程 度 の 図 面 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 に 規 定 す る 」 を 「 又 は 第 ２ ４ 条 の ３ 第 ２ 項 第 １

号の」に、「別表第３」を「別表第１」に改め、同条第２項中「（昭

和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 中 「 別 表 第 ４ 」 を

「 別 表 第 ２ 」 に 改 め る 。  

第 １ ４ 条 第 １ 項 中 「 別 表 第 ５ 」 を 「 別 表 第 ３ 」 に 改 め 、 同 条 第 ３

項 中 「 別 表 第 ４ 」 を 「 別 表 第 ２ 」 に 改 め る 。  

第 １ ７ 条 中 「 法 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た も の 」

を 「 基 準 適 合 認 定 建 築 物 の 所 有 者 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ を 削 り 、 別 表 第 ３ を 別 表 第 １ と し 、 別 表 第

４ を 別 表 第 ２ と し 、 別 表 第 ５ を 別 表 第 ３ と す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 １ １ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  


